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兵 庫 県 社 会 福 祉 協 議 会 
兵庫県社会福祉事業経営相談室  

情報には万全を期しておりますが、ご利用いただく際には関係官庁などにお確かめの上、ご参考にしてください。当情

報を利用したことにより生じた被害や損害に関しては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

【Ｑ 年次有給休暇のまとめ取り】 
 
Ｑ  退職を控えた職員が、年次有給休暇をまとめて取りたいとの申請がありました。

  後任人事も確定していない状況の中で、法人としては人員の確保に苦慮していま

す。どのように対応したらよいでしょうか。 

 

Ａ  

労働基準法には、年次有給休暇の取得時季について、労働者に指定権が定められ

ております。 

  労働者が退職前に残った年次有給休暇をまとめて請求してきた場合、原則として

付与しなければなりません。 

  しかし、その職員が休むことによって、施設運営等事業の正常な運営を妨げるよ

うな場合に限り、使用者に休暇時季の変更権が認められています。 

  ただし、現実的には、退職日までの日数が少ないため、変更できる時季はなく、

使用者が変更権を行使することは、年休の取得権を結果として奪うこととなり許さ

れません。 

 

 

 

  ★ 「事業の正常な運営を妨げる」とは、 

    業務の繁忙期に多数の労働者の請求が集中し、代替勤務者の確保が困難であ

る場合などと限られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


